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建
設
国
保
は
、
医
療
費
の
支
払
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
前
期
高
齢
者
納

付
金
お
よ
び
介
護
納
付
金
な
ど
他
制
度
に
拠
出
す
る
負
担
が
年
々
増
加
し
、

財
政
が
な
お
、
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
安
定
し
た
財
政
運
営
を
目

指
し
、
令
和
７
年
度
も
保
険
料
を
引
き
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

組
合
員
の
皆
様
に
は
ご
負
担
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
引
き
続
き
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

第
１
１
０
回
組
合
会
開
催

　

建
設
国
保
の
組
合
会
は
、
２
月
21
日

湊
川
神
社
・
楠
公
会
館
で
、
議
員
定
数

52
名
に
対
し
て
、
出
席
●
名
、
委
任
●

名
で
開
催
さ
れ
、
令
和
６
年
度
の
補
正

予
算
、
令
和
７
年
度
の
事
業
計
画
・
予

算
案
、
規
約
の
一
部
改
正
な
ど
が
、
原

案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

建
設
国
保
の
財
政
状
況

　

建
設
国
保
の
財
政
は
、
保
険
料
お
よ

び
国
庫
補
助
金
等
の
歳
入
に
よ
り
運
営

し
て
い
ま
す
。
国
庫
補
助
金
は
、
組
合

員
・
家
族
に
よ
る
ハ
ガ
キ
要
請
行
動
等

の
運
動
に
よ
り
現
行
水
準
を
確
保
し
て

い
ま
す
。

　

一
方
、
歳
出
に
お
い
て
は
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
・
前
期
高
齢
者
納
付
金
・

介
護
納
付
金
の
拠
出
金
が
歳
出
総
額
の

４
割
弱
を
占
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
被

保
険
者
数
は
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
医

療
技
術
の
高
度
化
、
高
額
薬
剤
等
に
よ

り
保
険
給
付
費
の
負
担
は
、
依
然
と
し

て
高
い
水
準
で
、
引
き
続
き
大
変
厳
し

い
財
政
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

令
和
７
年
度
保
険
料
に
つ
い
て

　

建
設
国
保
の
財
政
状
況
で
述
べ
た
と

お
り
、
支
払
が
建
設
国
保
の
財
政
に
大

き
な
負
担
と
な
り
、
保
険
料
引
き
上
げ

の
要
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

建
設
国
保
の
安
定
し
た
運
営
の
た

め
、
昨
年
に
引
き
続
き
保
険
料
を
見
直

し
ま
す
。
ま
た
、
令
和
８
年
度
以
降
の

保
険
料
に
つ
い
て
も
、
中
長
期
的
に
計

画
し
、
毎
年
、
保
険
料
を
見
直
し
、
引

き
上
げ
し
て
い
き
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

引
き
上
げ
金
額（
月
額
）

医
療
分

【
家
族
】
５
人
以
上
（
１
人
に
つ
き
）

�
�

２
０
０
円

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

【
家
族
】�

１
０
０
円

介
護
保
険
料
分

【
家
族
】�

１
０
０
円

　

な
お
、
具
体
的
な
月
額
保
険
料
は
左

表
の
と
お
り
で
す
。

令和７年度　組合員と家族の区分ごとの月額保険料

区　　　分 月　額
保険料

内　訳
介護

保険料分
40～64歳
（注２）

医療分
前期高齢者
納付金の拠
出金を含む

後期高齢者
支援金分
（注１）

組　
　

合　
　

員

第　１　種 満25歳未満 11,400円 8,200円

（3,200円）

－
第　２　種 満25～30歳未満 15,400円 12,200円 －

第　３　種 建設労働者・職人
※法人事業所の従業員を除く 19,900円 16,700円

4,000円第　４　種 親方・事業主・一人親方 21,800円 18,600円
特別第３種 法人従業員　※満30歳以上 21,100円 17,900円
特別第４種 法人事業主　※年齢を問わず優先 32,600円 29,400円

第　５　種 満70歳以上の組合員
※法人事業所の従業員を除く 18,300円 15,100円 －

第　６　種 第３種該当の女子組合員 17,600円 14,400円 4,000円

家　
　

族

同一世帯内で４人
まで（１人につき）

一般（未就学児以外） 4,900円 2,300円 （2,600円） 2,300円
未就学児 3,900円 2,300円 （1,600円） －

同一世帯内で５人
以上は１人につき

一般（未就学児以外） 3,500円 900円 （2,600円） 2,300円
未就学児 2,500円 900円 （1,600円） －

（注１）�後期高齢者支援金分：後期高齢者の医療費を高齢者だけでなく、医療保険に加入しているすべての人から
も支援するため、医療分保険料とあわせて納付することが法律で定められています。

（注２）�40～64歳までの介護保険２号被保険者は、上記の医療分・後期高齢者支援金分の月額保険料に加えて介護
保険料の納付が義務付けられています。

※上記表の保険料の他に労働組合費等が必要です。（労働組合費は、所属労働組合へお問い合わせください）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

保
険
証
の
一
体
化

　

令
和
６
年
12
月
２
日
以
降
は
保
険
証

の
新
規
交
付
が
終
了
と
な
り
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
健
康
保
険
証
利
用
登

録
済
）
を
基
本
と
し
た
仕
組
み
に
な
り

ま
し
た
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険

証
の
一
体
化
に
よ
り
、
組
合
員
の
繋
が

り
が
希
薄
と
な
り
、
組
織
の
弱
体
化
が

懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

各
種
申
請
な
ど
は
今
ま
で
ど
お
り
、

所
属
労
働
組
合
で
手
続
き
が
必
要
で
す

の
で
、
よ
り
一
層
、
労
働
組
合
の
協
力

を
得
な
が
ら
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
へ
の

周
知
広
報
を
す
す
め
て
い
き
ま
す
。

　

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は

「
自
分
自
身
の
健
康
に
責
任
を
持

ち
、
軽
度
な
身
体
の
不
調
は
自
分
で

手
当
て
す
る
こ
と�

（
Ｗ
Ｈ
Ｏ�

世
界

保
健
機
関
）」
を
い
い
ま
す
。

　

近
年
、
生
活
習
慣
病
の
増
加
が
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
予
防

や
健
康
維
持
に
お
い
て
、
自
分
の
健

康
は
自
分
で
守
る
と
い
う
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
識
は
、
欠
か

せ
な
い
も
の
で
す
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
勧
め

◆
積
極
的
に
自
分
の
健
康
を
管
理
す
る
。

①�

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
生
活
や
適
度

な
運
動
・
休
養
を
心
が
け
、
健
康

維
持
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

②�

日
頃
か
ら
、
体
重
、
体
脂
肪
や
血

圧
な
ど
を
測
定
し
、
自
分
の
体
調

を
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

③�

年
に
１
回
は
健
診
を
受
け
て
健
康

状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
健
診

で
異
常
が
わ
か
っ
た
際
に
は
、
二

次
検
査
を
受
け
た
り
、
生
活
習
慣

を
見
直
す
な
ど
改
善
に
努
め
ま
し

ょ
う
。

◆
軽
度
の
不
調
は
早
め
に
ケ
ア
を
す
る
。

①�

日
常
よ
く
あ
る
比
較
的
軽
い
不
調

は
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
（
市
販
薬
）

を
活
用
し
た
り
、
無
理
せ
ず
に
休

む
な
ど
、
早
め
に
自
分
で
手
当
て

を
し
ま
し
ょ
う
。

②�

か
か
り
つ
け
薬
局
や
薬
剤
師
を
持

ち
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
購
入
時
な

ど
、
薬
に
関
す
る
不
安
や
疑
問
を

相
談
し
ま
し
ょ
う
。
わ
か
ら
な
い

こ
と
は
自
己
判
断
せ
ず
専
門
家
に

相
談
し
、
正
し
い
情
報
と
知
識
で

対
処
し
ま
し
ょ
う
。

　

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、

病
気
の
発
症
や
重
症
化
予
防
に
役
立

ち
、
結
果
と
し
て
、
医
療
費
の
増
加

を
防
ぐ
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

ま
ず
は
、
日
々
の
体
調
管
理
か
ら
始

め
ま
し
ょ
う
。

薬
の
は
な
し

Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
…
処
方
箋
が
な
く
て

も
薬
局
等
で
購
入
で
き
る
市
販
の
薬

の
こ
と
で
す
。
購
入
の
際
に
は
薬
剤

師
等
に
相
談
し
、
用
法
、
用
量
を
守

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
自
分
で
選
ん

で
買
え
る
薬
だ
か
ら
こ
そ
、
上
手
に

活
用
し
て
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
普
段
感
じ
た
こ
と
の
な

い
痛
み
や
不
調
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を

使
っ
て
も
改
善
し
な
い
場
合
は
す
み

や
か
に
医
療
機
関
を
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

お
薬
手
帳
…
服
用
し
て
い
る
薬
の
名

前
、
量
、
服
用
方
法
な
ど
を
記
録
す

る
手
帳
の
こ
と
で
す
。
病
院
や
薬
局

ご
と
に
分
け
ず
に
一
冊
に
ま
と
め
、

市
販
薬
や
サ
プ
リ
メ
ン
ト
、
ア
レ
ル

ギ
ー
が
あ
る
薬
や
食

品
、
体
調
の
変
化
等

も
記
録
し
、
薬
の
相

談
や
受
診
の
際
に
は

必
ず
持
っ
て
行
き
ま

し
ょ
う
。

ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
…
単
に
飲
む
薬

の
量
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
多
く
の

薬
を
服
用
し
て
い
る
こ
と
で
副
作
用

な
ど
を
招
い
た
り
、
正
し
く
薬
が
飲

め
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
の
こ
と
で

す
。
複
数
の
医
療
機
関
で
薬
を
処
方

さ
れ
て
い
た
り
、
薬
が
多
く
て
飲
み

き
れ
な
い
、
飲
む
の
が
大
変
と
感
じ

て
い
る
人
は
要
注
意
で
す
。

　

お
薬
手
帳
を
一
冊
に
ま
と
め
、
か

か
り
つ
け
医
や
薬
剤
師
に
薬
の
情
報

を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

建
設
国
保
の

�

安
定
し
た
運
営
を
目
指
し
て

４
月
か
ら
保
険
料
が
変
更

セルフメディケーション ～自分で守ろう、自分の健康～

OTC医薬品…Over The Counterの略、カウ
ンター越し（店頭）で購入できる市販の医薬品。

セルフメディケーション税制…医療費控除の
特例。健康増進や疾病予防のために一定の取
組を行った人を対象に、特定のOTC医薬品
の購入費用について所得控除を受けることが
できる。

ポリファーマシー…ポリ（poly）は複数、フ
ァーマシー（pharmacy）は調剤の意味。害の
ある多剤服用を意味する言葉。必要以上に多
く薬が処方されていることにより、有害な事
象が起こっていること。


